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     JNTO シドニー事務所では、ビジット・ジャパン（VJ）事業の一環として、豪州の現地旅行会社等を対象とした訪日旅行商談会

「Japan Roadshow 2026」を開催します。つきましては参加者の募集についてご案内しますので、ぜひ積極的にご参加をご検討く 

ださい。 

 

 

 

 

 

 

＜概要＞ 

■イベント名：「Japan Roadshow 2026」 

■開催日時・場所：2026年2月2日（月）15時30分～20時30分 Doltone House Hyde Park （予定）/シドニー（豪州） 

  2026年2月4日（水）15時30分～20時30分 W Brisbane（予定）/ブリスベン（豪州） 

  ＜タイムテーブル（予定）＞ 

 14:30～16:30 出展準備、17:00～18：00 Decision-maker Session、18:00～18:40 主催挨拶・プレゼンテーション、 

 18:40～20:00 General Session、20:00～20:30 ラッキードアープライズ（景品抽選会）、20:30 商談会終了 

■参加対象者（サプライヤー）：旅行会社、DMC、宿泊施設、自治体、DMO、運輸機関等 

               （シドニー、ブリスベン共に各40社程度を予定） 

■現地参加予定者（バイヤー）：リテーラー、ツアーオペレーター 

               （シドニー、ブリスベン各80～120人程度を予定） 

■実施方式：商談会冒頭にツアーオペレーター等に限定した商談時間（Decision-maker Session）を設ける予定。また、形式は 

立席形式の自由商談とし、スピードデーティング方式（事前マッチングによる商談）は実施しない予定。 

■参加費：500豪ドル/1団体あたり各都市 

＜支払い・キャンセルポリシー＞ 

・ 受託事務局（Linkd Tourism）宛て、国際銀行送金またはクレジットカードにて、豪ドルでの支払いとなります。日本円・

現金でのお支払いは受け付けておりません。参加費は前払いとなり、参加確定後に受託事務局より請求書が送付されます。 

・ 参加確定後のキャンセルについては、100％のキャンセル料をお支払いいただきます。予めご了承ください。 

2025 年 11 月 7 日 

日 

豪州「Japan Roadshow 2026」（訪日旅行商談会） 

の開催について (参加申し込み 締切：11/20) 

Japan Roadshow（2025 年 8 月） シドニー会場の様子 Japan Roadshow（2025 年 8 月）メルボルン会場の様子 

https://maps.app.goo.gl/pZrumkoP7fwhToBK7
https://maps.app.goo.gl/fg2K7N5JwhLThKn98
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＜参加申し込み方法＞ 

申し込みフォームに必要事項を記入の上、お申し込みください。お申込み後、11月20日（木）までに担当の島田から受領確認

メールを送付いたします。（【申込受領のご連絡】）こちらのメールをもってお申込み完了といたします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

担当：JNTO シドニー事務所 島田（日本語対応可）  

E-mail：tradeau@jnto.go.jp 

 

＜申込期間＞ 2025年11月7日（金）日本時間13時30分～20日（木）日本時間15時00分 

 

＜JNTO東京本部担当部署＞ 

海外プロモーション部 欧米豪・中東グループ（担当：杉山） 

E-mail：promotion_ao@jnto.go.jp 

TEL：03-5369-3335（電話受付時間：日本時間 月～金曜日 9:30～17:00（土日祝休業）） 

※緊急の際を除き、ご連絡は原則としてメールでお願いいたします。   

 

＜注意事項＞ 

• 本商談会は、訪日旅行を取り扱う豪州現地の旅行エージェント等向けのものとなっております。  

• 参加お申し込みにあたり、以下を満たしていることを条件とさせていただきます。 

① 英語ウェブサイトが整備されていること。（全業種） 

② 2025年11月20日時点で旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業又は旅行サービス手配業の登録を受けており、エージェ

ント向け商品の取り扱いがあること。（旅行会社・DMC） 

・ 担当者メールアドレス（JNTO・事務局との連絡用）は1 団体につき、1 メールアドレスの登録となります。 

・ 1 団体につき、商談を実施するのは1ブース最大2名様（通訳含む）までとなります。 

※上記の2名に加え、見学等の目的でオブザーバー登録として1団体あたり1名まで会場に入ることが可能ですが、その場合であってもブー

ス対応は２名まで、追加の1名は見学者としての扱いとなり、飲食の提供はありませんので、ご承知おきください。 

・ 申し込み団体多数の場合は以下の順に参加を優先いたします。ご希望に沿えない場合もございますことを予めご了承ください。 

① 2025年8月開催のJapan Roadshow 2025に参加申込を行ったが、希望した全会場・一部会場で不参加となった団体を優先 

※2025年8月開催のJapan Roadshowにおいて、2025年6月13日の参加確定通知後に自らの申し出によりシドニーまたはメルボルン

への参加をキャンセルした団体は上記①の優先団体に該当しない。また、2025年6月13日以降に、他団体のキャンセルによって一部

または全会場で繰り上がり当選となったが、出展を辞退した団体については、①の優先団体に該当する。 

② 自治体・DMOにおいては、単一自治体・DMOより近隣広域エリアでの共同出展を行う団体・所管エリアがより広域な団体及び共同出

展者を優先 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iCO00QcPaUGvCgpuDLOgB_X11hRrsp1Ch73KwUSMSaBUQkc0V01LUFQ3NkE1SEs4M005WDZZVkJQRC4u
mailto:tradeau@jnto.go.jp
mailto:promotion_ao@jnto.go.jp
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※共同出展を行う場合でも、出展者（団体）毎に参加申込が必要です（例：A市・B市・C市の３団体で共同出展を行う場合は、３つ全

ての市からそれぞれ出展申し込みが必要）。 

③ 業種ごとに申込日時が早い団体を優先 

【本商談会における業種の区分】 

・旅行会社・DMC 

日本の旅行業法において旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業又は旅行サービス手配業の登録を受けた法人 

・宿泊施設 

日本の旅館業法の営業許可を受けた施設を運営する法人 

・自治体・DMO 

自治体は県及び市町村を指し、DMOは観光庁において登録されている登録DMO及び候補DMOを指す。自治体・DMOと密接な関連を

持つ観光協会・コンベンション協会等の法人もこの業種に含まれる。 

・運輸機関 

航空機、鉄道、自動車、船舶等により旅客の運送を行う法人 

・その他 

上記に該当しない団体または法人 

※豪州現地のレップ等より参加申し込みを行う場合、またはその他委託企業が代理で申し込みを行う場合は、上記の業種等の登録情

報は、委託元企業・団体の情報をご記入ください。 

 

・ 募集枠に達した場合、期限前であっても募集を締め切る場合があります。 

・ お申込完了後、申込枠を第三者に譲渡することは認められません。 

・ フォームでのお申込み受領後、JNTO シドニー事務所より申込受領の旨メール（【申込受領のご連絡】）にてご連絡いたします。フォー

ムを送信後３営業日が経過した後、または11月20日（木）までにメールが届かない場合は、お手数ですが再度JNTOシドニー事務所宛て

に11月21日（金）までにご連絡ください。 

・ 申込締め切りから参加確定通知のご連絡まで、約2週間（目安：12月5日（金））のお時間をいただきますので、ご了承ください。フォー

ム送信時点では参加は確定ではございません。 

・ 参加確定後にキャンセルをした場合、次回以降の商談会等において、参加優先順位が下がる場合があります。 

・ 現地までの渡航費用等、参加に必要な費用はすべて参加者のご負担となります。 

・ 商談会での使用言語は基本的に英語となります。 

・ JNTOでは通訳者の斡旋等は行っておりません。通訳の手配が必要な場合はNAATIのページ等をご利用ください。 

・ JNTOでは本商談会の参加を目的とした豪州への渡航に係る査証の取得について、レター発行等の支援や身元保証は行いません。必要な査

証はサプライヤー様ご自身でご用意いただく必要がありますので、予めご了承ください。 

・ 1ブースに対して長机1台、バックボード1枚、椅子２脚が提供されます。会場の広さの都合上、バイヤー側は椅子の用意が無い立席形式の

自由商談になります。 

・ 商談会の最後（20時以降を予定）にバイヤーを対象としたラッキードアープライズ（景品抽選会）を実施します。景品（例：航空券、宿

泊券、酒、漆器・陶器等の伝統工芸品等）の提供は任意となりますが、ご提供いただける場合は下記条件をご一読の上、フォームにて提供

https://www.naati.com.au/online-directory/
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の有無をお知らせください。 

o 運営時間管理の都合上、提供者からの景品内容のプレゼンテーションの時間はございません。景品は抽選会の当選者発表の際に、

提供者様から当選者に直接手渡しいただくことを想定していますが、景品内容の紹介は司会からの簡潔な紹介のみとなります。 

o 運営時間管理の都合上、複数の団体から提供された景品をまとめて１人の当選バイヤーに提供することがあります。 

o ノート・ペン・トートバック等の小物、お菓子の詰め合わせ等の小物類についてはブースでの配付をお願いいたします。 

o 航空券や宿泊券の場合は、当日当選者に提供できる正式なバウチャー（紙媒体）をご用意ください。 

o 運営時間管理の都合上、提供者が多数の場合は景品の数を制限させていただくことがございます。 

・ JNTOから参加確定の通知後、申込フォームに記入いただいた「登録サプライヤー名（英字表記）」をバイヤー向け参加申込Webページに

掲示します。参加のお申込により、「登録サプライヤー名（英字表記）」のWebページへの表示に同意いただいたものとみなします。 

・ 「登録サプライヤー名（英字表記）」及び連絡先情報（共有に同意いただいた場合）を参加会場のバイヤーに共有します。 

・ 商談会終了後、来場バイヤーの連絡先一覧（参加した会場のみ）を事務局からサプライヤーへ共有します。商習慣上、現地旅行エージェン

トは名刺を持っていないことが多いため、商談をしたエージェントがその場で自身の連絡先をサプライヤー宛てに簡単に送信できるQRコ

ードの準備や、商談時に相手の会社名・氏名を控える等のご対応をお願いいたします。 

・ フォームにご入力いただいた情報は受託事業者との共有を含む当該イベント事業目的内での使用とし、それ以外での使用はいたしません。 

・ 当商談会は国内外のメディアの取材を受ける場合がございます。また、JNTOもSNSを含むオウンドメディアに掲載する等の理由により写

真撮影を行う場合がございます。これらのメディアへの露出について、ご希望されない場合は事前にお申し付けください。 


